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特許権（実用新案権）・意匠権・商標権の概要

第１章 知的財産権と産業財産権制度の概要

第１節 知的財産権とは

（１）知的財産権とは

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作し

た人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、

知的財産基本法において次のとおり定義されています。

＜参照条文＞ 知的財産基本法

第２条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著

作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解

明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性がある

ものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役

務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又

は営業上の情報をいう。

２ この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、

意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定めら

れた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」

であることが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質をもってお

り、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者

が同時に利用することができます。こうしたことから知的財産権制度は、創作

者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度

で自由を制限する制度ということができます。

（２）知的財産権の種類

知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的

創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とし

た「営業標識についての権利」に大別されます。

また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観

的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわ

れています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争防止法上の利

益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」とい

われています。
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第２章 産業財産権の概要

第１節 特許権制度の概要

[１] 特許制度の目的

特許法の目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、も

って産業の発達に寄与すること」（特許法第 1条）と定義しています。

発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与え

て発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用の機会を図ることにより新

しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を

促進し、産業の発達に寄与しようというものです。

いいかえれば、特許制度は、発明を世にオープン（開示）することを条件に、

発明者に対して独占的実施権を付与するとともに、この発明の開示により、発

明利用の途が提供されることになり、改良発明の誘発や新たな発明が生まれる

機会が生ずることになるのです。

この目的は、特許制度のほか、実用新案制度、意匠制度も同様です。

権利者

第三者

公開の代償として

一定期間独占権を付与

公開された発明を

利用する機会

技術の進歩

産業の発展
新技術の公開
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[２] 特許を受けることができる発明とは

①産業上利用することができるか（特許法第 29 条第 1項柱書）

特許を受けることができる「発明」であるためには、第一に、産業として実

施できなければなりません。これは、ただ単に学術的・実験的にしか利用でき

ない発明は「産業の発達」を図るという特許法の目的からして、保護すること

が適当ではないからです。

特許法における「産業」は、工業、鉱業、農業などの生産業だけでなく、サ

ービス業や運輸業などの生産を伴わない産業も含めた広い意味での産業を意味

します。

②新しいかどうか＝新規性＝（特許法第 29条第 1項）

特許を受けることができる「発明」は、今までにない「新しいもの」でなけ

ればなりません。これを「新規性」と呼んでいます。すでに誰もが知っている

ような発明に特許権という独占権を与えることは、社会にとって百害あって一

利もないからです。特許法では、新規性を有しない発明の範囲を定めており、

次に該当する場合は特許を受けることができません。

1)特許出願前に日本国内又は外国において公然と知られた発明

例：テレビで放映、発表

2)特許出願前に日本国内又は外国において公然と実施をされた発明

例：店で販売、製造工程における不特定者見学

3)特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発

明や電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

例：日本国内又は外国において公表された特許公報、研究論文、書籍・CD-ROM

などに掲載、インターネット上で公開

【例外的に救済が受けられる場合―新規性喪失の例外（特許法第 30 条）】

学会での発表、博覧会への出展等により、その新規性を失ったものについて、

例外的に救済（これを「新規性喪失の例外」といいます。）を受けられる場合が

あります。

③容易に思いつくかどうか＝進歩性＝（特許法第 29 条第 2項）

すでに知られている発明を少し改良しただけの発明のように、誰でも容易に

できる発明については、特許を受けることができません。科学技術の進歩に貢

献していない自明の発明には特許権を与えるほどの価値がありませんし、容易

に思いつく発明にまで特許権が認められるようになると、日常的に行われてい

る技術的な改良についても次々出願しないと他人に特許をとられてしまうとい

う状況に陥り、支障がでるからです。
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「容易に発明をすることができた」場合を、一般に「進歩性」がないと表現

します。この「進歩性」についての判断は、当業者からみて、その発明に至る

考え方の道筋が容易であるかどうかで判断します。
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◎特許を受けようとする技術的事項

（特許発明の技術的範囲を明示する権利書）

◎発明の内容を端的に表現

◎発明の関連分野（産業上の利用分野）

◎改良の基礎となる最新の従来技術

（先行技術文献情報の開示）

◎従来技術の問題点。新たなニーズ

◎どのような手段で解決するのか

◎従来技術より有利な点

◎実際行った実験、試作の例。それらの

論理的説明。理論からの推測で実施可能

な発明をどのようにして産業上利用できるのか

◎産業上の利用方法、生産方法、使用方法

◎図ごとの説明。符号の説明

◎明細書の表現の理解を助ける

特許の明細書等の構成

特許請求の範囲

明

細

書

（必要な） 図 面

発明の名称

発
明
の
詳
細
な
説
明

背景技術

発明が解決しよう

とする課題

課題を解決する

ための手段

発明の効果

発明を実施するための

最良の形態、実施例

産業上の利用可能性

図面の簡単な説明

技術分野

発
明
の
開
示
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[３] 特許を受けることができる者

特許法では、特許を受ける権利は発明者にあります。この特許を受ける権利

は財産権として自由に譲渡することができます。また特許を受けるためには、

出願をしなければなりませんが、出願人の資格は特許法で要件が定められてい

ます。

（１）特許を受ける権利

特許を受ける権利は「発明者」にあります。この権利は、発明の完成と同時

に発明者に原始的に帰属します。当然のことですが、他人の発明を盗んだ人に

は特許を受ける権利がありません。発明者は、この特許を受ける権利を他人に

譲り渡すことができます。発明者から権利を譲り受けたり相続した人のことを

「承継人」といいます。

（２）特許を出願するための資格

特許を受けるためには出願をしなければなりません。この出願をするために

は、法律上の権利義務の主体となる資格が必要です。これを「権利能力」とい

います。この権利能力は、一般的にいう「人」（これを法律上「自然人」といい

ます。）と、法律上の「人」としての地位を認められた団体（これを「法人」と

いいます。）に認められています。

[４] 職務発明制度とは

職務発明に関する規定は、企業等の従業者等が行った発明の取扱いを定めた

ものです。

平成 17 年 4 月 1 日に施行された新職務発明制度の下では、従業者等が職務発

明に係る権利を使用者等に承継等した場合に請求することができる「相当の対

価」を、両当事者間の自主的な取決めにゆだねることを原則としています。

・職務発明とは（特許法第 35 条）

従業者の発明は、使用者の業務の関係と従業者の職務の関係によって、職務

発明、自由発明の 2つに大別されます。

①職務発明

企業等に勤める従業者が、その仕事として研究・開発をした結果完成した発

明を「職務発明」といいます。この「職務発明」は、従業者自身によって生み

出されたものではありますが、使用者である企業等も、給料、設備、研究費な

どの提供等により、発明の完成に一定の貢献をしているといえます。
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②自由発明

「自由発明」とは、職務発明以外の発明です。例えば、バスの運転手が個人

的に楽器の発明をした場合などがその例で、この場合には、一般の発明と同じ

扱いで、発明に係るすべての権利は発明者が取得することとなります。自由発

明については職務発明制度の適用は受けません。

[５] 出願から特許取得までの流れ

特許権は、出願しただけでは権利を取得することができません。出願をする

と方式審査が行われ、さらに審査請求をすると審査官による実体審査が行われ

ます。特許の要件を満たし審査をパスすれば特許査定がなされ、特許料の納付

により特許原簿に登録されると、特許権が成立します。特許の要件を満たして

いないものは拒絶されます。

特許出願から特許取得までの流れ

○外国出願

○国内優先権主張の出願

1 年以内に検討

特
許
出
願

方式

審査

実
体
審
査

出
願
審
査
の

請
求

拒絶理由

あり

拒絶理由

なし

拒
絶
理
由
通
知

拒
絶
査
定

拒
絶
査
定
不
服
審
判

知
財
高
裁
へ
提
訴

意
見
書

補
正
書

不備があれば

却下処分

（補正可）

3 年以内

（本人、第三者）

（平成 13 年 9 月までの出

願は 7 年以内）

補償金請求権

の発生

（早期公開制度

もあり）

特許査定

設定登録

特許料納付

○出願から最長 20 年（一部 25 年）

○特許料の支払いがなければ権利

消滅

特許権の発生・維持

公開特許公報の発行

（1 年 6 月）

特許公報

の発行

無
効
審
判

出願公開

応答なし

拒絶

審決

拒絶

判決

無効

判決

維持

判決

無効審決

維持判決

最
高
裁
に
上
告

解消

せず

解消
特許審決・判決
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（１）様々な制度に基づく出願

①国内優先権制度を利用した出願（特許法第 41 条）

すでにされている特許出願（実用新案登録出願）を基礎として新たな特許出

願をしようとする場合には、基礎とした特許出願の日から 1 年以内に限り、そ

の出願に基づいて優先権を主張することができます。この優先権を主張して新

たな出願をした場合には、基礎とした特許出願は、その出願日から 1 年 3 月後

に取り下げられたものとみなされますが、新たな特許出願に係る発明のうち、

先に出願されている発明については、当該先の出願の時にされたものとみなす

という優先的な取扱いを受けることができます。

1 年以内

1 年 3 月

○元の出願を発展させ権利を拡充→戦略的な特許取得に有効

（参考）補正の場合は、新規事項追加禁止への抵触、先の出願との実質的な同一化のおそれ

国内優先権に基づく出願（41 条）

先の出願 I を基礎に「優先権」を主張しながら、先の出願の内容を拡充した新たな特許出願Ⅱを

行うことができる制度（先の出願から 1 年以内に限る）

基礎的な発明 a

を出願

出願 I

（a）

出願のみなし

取り下げ

（出願内容の見直し、増強等を検討）

○新たな実施例、内容を補充＝a’

○改良発明、関連発明が生まれた＝a’’

○発明 a を包含する広い技術的概念の発明に到達＝A

出願Ⅱ

（a + a’ +a’’ +A）
発明 a については出願 I

の出願日を基準に審査
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②特許出願の分割（特許法第 44 条）

二つ以上の発明を包含する特許出願の一部を、一又は二以上の新たな特許出

願とすることができます。特許出願が単一性の要件を満たさない発明を含んで

いる場合や、出願当初の特許請求の範

囲には記載されていないものの、明細

書の発明の詳細な説明や図面に記載さ

れている発明が含まれている場合には、

これらの発明に対してもできるだけ保

護の途を開く観点から設けられた規定

です。

この新たな出願は、一部の規定の適

用を除いて、もとの特許出願の時に出

願されたものとみなされます。この分割は、もとの特許出願の願書に添付した

明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内、及

び、特許査定後と拒絶査定後の 30 日以内に限り行うことができます（ただし、

特許査定後・拒絶査定後の出願の分割は、平成 19 年 4 月 1 日以降の出願につい

てのみ可能です）。

（２）出願公開

出願公開とは、特許出願の日から 1 年 6 月経過後に、特許出願の明細書等を

掲載した公開特許公報を発行し、出願内容を一般に公表することをいいます。

この出願公開は、出願公開前に出願の取下げなどがあったものを除き、原則と

してすべての特許出願が公開されます。

①出願公開制度（特許法第 64 条）

出願公開制度導入前は、すべての特許出願を審査した後にその出願内容を一

般に公表していましたが、出願件数の増大と技術内容の高度化により、特許審

査の処理に時間がかかるようになり、出願内容の公表が遅れがちになりました。

このため、その間に出願された内容がなかなか分からないことから、同じ技術

を重複して研究し、重複した出願がなされるという弊害が生じました。そこで、

こうした弊害を防止するために、昭和 46 年から出願公開制度を導入しました。

特許出願の内容は出願の日から 1年 6月を経過しますと「公開特許公報」（毎木

曜日発行）に掲載され、広く一般に公表されます。

また、平成 12 年 1 月から早期出願公開制度が導入され、出願人は出願公開の

請求が可能となり、この請求があったときは特許出願の日から 1年 6月経過前

もとの出願

発明 B を除いた

発明 A について

の出願

発明 B について

の新たな出願

発明 A

発明 B

拒
絶
理
由
通
知
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であっても出願公開されます。なお、この出願公開の請求は取り下げることは

できません。

②公開特許公報（特許法第 64 条第 2項）

公開特許公報のフロントページ（第 1 ページ）には、出願人名等の書誌的事

項と発明の要約と代表図等が掲載され、次ページ以降に特許請求の範囲及び明

細書の全文並びに必要な図面が掲載されます。

（３）出願審査請求（特許法第 48 条の 3）

特許出願した発明が特許になるかどうかは、特許庁の審査官による実体審査を

経て判断が下されます。この実体審査の手続に入るためには、出願日から 3 年

（平成 13 年 9 月 30 日以前の出願は 7 年）以内に「出願審査請求書」を提出し

なければなりません。

①出願審査の請求

特許出願された発明が、特許として登録されるかどうかは、特許庁の審査官

による「実体審査」で判断されます。この実体審査はすべての特許出願に対し

て行われるのではなく、「出願審査の請求」があった出願だけが審査されます。

先願主義を採用しているため、出願を急ぐあまり出願後に必要性がないこと

に気づいたり、状況の変化により出願を維持する必要性がなくなったりするこ

ともあります。したがって、出願と同時に出願審査の請求をすることもありま

すが、先願の技術内容が公開特許公報に掲載されるのを待って改めて特許性の

有無を確認し、特許を取得して事業化するだけの価値があるか否か等をよく確

かめてから出願審査の請求をすることが経済的といえます。

②出願審査の請求期間

出願した日から 3年（平成 13 年 9 月 30 日以前の出願は、出願の日から 7年）

以内に、「出願審査請求書」を特許庁に提出しなければなりません。この期間内

に出願審査の請求がなかったときは、その特許出願は取り下げられたものとみ

なされます。

また、この出願審査の請求は、特許出願人だけではなく第三者も行うことが

できます。

（４）方式審査への対応

方式審査では、出願書類や各種手続きが法令で定められた方式要件に適合し

ているか否かがチェックされます。

また、出願人の資格や必要な手数料の納付に関する審査も行われます。
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（５）実体審査への対応

方式審査をクリアした出願で、出願審査請求がなされた出願は、審査官によ

って特許になるかどうかの実質的な審査が行われます。これを「実体審査」と

いいます。

実体審査においては、特許庁の審査官が、出願された発明が「特許を受ける

ことができる発明」の条件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由（特許

法第 49 条に列挙されています。）がないかどうか調べます。審査官は、拒絶理

由を発見しなかった場合には、審査段階での最終決定である特許査定を行いま

す。

一方、審査官が拒絶理由を発見した場合、すなわち特許できないと判断した

場合は、そのまま最終決定である拒絶査定をするわけではなく、まず拒絶理由

通知書を送り、特許できないことを出願人に知らせ、これに対する出願人の意

見を聞きます。つまり、出願人に対して、拒絶理由通知書に示された従来技術

と自分の発明とはこういう点で相違するという意見書や、あるいは特許請求の

範囲などの明細書等を補正すれば拒絶理由が解消されるというような場合には、

手続補正書を提出する機会が与えられます。意見書や手続補正書をみても、拒

絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときに、

初めて拒絶査定されます。

（６）特許査定と特許権の成立

審査官が審査した結果、拒絶の理由を発見しなかった場合、あるいは意見書

や手続補正書の提出によって拒絶の理由が解消された場合には、審査官はその

特許出願について「特許査定」を行います（特許法第 51 条）。

特許料の納付は、特許査定の謄本が特許出願人に送達された日から 30 日以内

に、初回に限り第 1 年から第 3 年分を一括して納付します（特許法第 108 条）。

特許料の納付があったときは「特許権の設定登録」が行われ、初めて権利が発

生します（特許法第 66 条）。この納付期間内に特許料の納付がなされないと、

特許出願の却下処分がなされてしまうので注意が必要です。

特許権として設定登録されますと、特許公報が発行され、その内容が公表され

ます。また、出願人に「特許証」が送付され、この特許証には「特許番号」と

権利が発生する「登録日」が記載されます。
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（７）拒絶査定（特許法第 49 条）

拒絶査定とは、拒絶の理由に該当するから特許すべきではないとする審査官

の最終処分をいいます。

審査官は、拒絶理由に対する出願人の意見書ないし手続補正書によっても先

に示した拒絶理由が解消していないと認めるとき、あるいは出願人側から意見

書等が提出されない場合であって、先の拒絶理由を撤回する必要がないと認め

るときは拒絶査定を行い、審査を終了させます。

[６] 外国での権利取得

外国での権利取得

○我が国で権利化しても、外国までは権利の保護が及ばない（属地主義）。
○外国で権利を行使したいのであれば、その国においても特許権の取得が必要。

パリ条約ルート 基礎出願＝日本特許庁 PCTルート

受理官庁

国際調査報告書・見解書

国際公開（18月）

予備審査請求

各指定国に翻訳文を提出（30月）

EPO米国

各国の法令に従って審査・権利化

各国の法令に従って審査・権利化

EPO米国

各国の法令で定められた様式、
言語により、それぞれ出願

12箇月以内に優先権主張して、 外国出願

特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超えて

他国まで及ぶものではありません（「属地主義」といいます）。すなわち、日本
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の特許法に基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効であり、外国まで

権利が及ぶものではありません。したがって、外国においても、特許を取得し

たいのであれば、権利を取得したい国の特許庁に出願しなければなりません。

外国で特許を取得するためには、主に 2つの出願方法があります。すなわち、

権利を取得したい国の特許庁に対して直接に出願をしてその国の実体審査を受

ける方法（直接出願又はパリ・ルート出願と呼ばれます。）と、もう一つは、外

国特許庁で実体審査の手続に至る前に特許協力条約(PCT)に基づく国際的に統

一された手続を経由させる方法（PCT ルート出願と呼ばれます。）です。
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第２節 実用新案制度の概要

[１] 実用新案制度の目的と保護対象

特許制度では審査をしてから特許を付与する審査制度を採用していますが、

実用新案制度では早期権利付与の観点から形式的な審査のみを行う無審査主義

を採用しています。また、権利者と第三者のバランスを適切に考慮する観点か

ら、権利行使に先立ち実用新案技術評価書を提示して警告することを権利者に

義務づけています。

（１）目的

実用新案法の目的は、「物品の形状、構造又はその組み合わせに係る考案の保

護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与す

ること」（実用新案法第 1条）と定義しています。

（２）保護対象

実用新案法では、「考案」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」（実用

新案法第 2 条第 1 項）と定義しており、保護の対象は産業上利用できる「物品

の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されています。

したがって、物品の形状等に係る考案ですから、「方法」や「物質」は、実用

新案法の保護対象となりません。

[２] 出願から実用新案権取得までの流れ

実用新案制度においては、特許の場合と異なり、審査官による考案の新規性・

進歩性など具体的な実体審査は行われません。提出された書類が法に定められ

た様式に従って作成されているか否かの方式要件、また、登録するために必要

な基礎的要件を満たしているか否かの基礎的要件のみの審査が行われます。

[３] 実用新案権の行使

無審査で権利が付与される実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評

価書を提示して警告した後でなければなりません。

実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁

の審査官が、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これ

を請求人に通知するものです。
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第３節 意匠制度の概要

[１] 意匠制度の目的と保護対象

（１）目的

意匠法の目的は、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励

し、もって産業の発達に寄与すること」（意匠法第 1条）と定義しています。

意匠（デザイン）は、物品のより美しい外観、より使い勝手のよい外観を探

究するものです。そして、その外観は、一見して誰にでも識別することができ

ます。このため、容易に模倣することができ、不当競争などを招き、健全な産

業の発達に支障を来すこととなります。

そこで、意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一

方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励し、産業の発

達に寄与しようというものです。

（２）保護対象

意匠法では、「意匠」を「物品（物品の部分を含む）の形状、模様若しくは色

彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」（意匠法第

2条第 1項）と定義しており、工業上利用することができる意匠を保護対象とし

ています。

［２］出願から意匠権取得までの流れ

意匠法には、審査請求制度がないので、原則としてすべての出願が審査され

ます。そして拒絶理由のないものについては登録査定が行われて、登録料金を

納付することで意匠権が発生します。登録された出願は、意匠公報によりその

内容が公表されます。出願公開制度はありませんので、登録前に公開されるこ

とはありません。

秘密意匠制度を利用した場合、登録の日から 3 年以内の請求期間内は、意匠

は公表されません。

［３］特殊な意匠登録

物品の全体から物理的に切り離せない部分に関する意匠（部分意匠）や、一

組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセットのような組物全体として統一

があるもの（組織の意匠）、多数のバリエーションの意匠（関連意匠）も各々登

録することが可能です。

また企業の商品戦略上秘密にしておきたい意匠の意匠登録出願については、

権利内容を一定期間秘密にできる秘密意匠制度があります。
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第４節 商標制度の概要

[１] 商標制度の目的と保護対象

（１）目的

商標法の目的は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上

の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保

護すること」（商標法第 1 条）と定義しています。

商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・役務（サービス）を他人の商品・

役務と区別するために、その商品・役務について使用するマーク（標識）をい

います。

事業者が円滑な経済活動を行っていくためには、取引者・需要者がある商品

や役務に接したとき、その商品や役務は誰が製造又は提供したものなのか、そ

の商品や役務の質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄

がわかる制度が必要です。

そこで、商標制度は、商品や役務に付される識別標識である商標を保護する

ことを定めて、その商標が付された商品や役務の出所を表示する機能、品質を

保証する機能及び広告機能により、商標を使用する者の業務上の信用の維持を

図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようと

いうものです。

なお、商標法は、商取引における信用を保護することを目的としていますか

ら、商標法上の商品または役務は商取引の目的となるものとされています。

（２）商標の三大機能

商標は実際の取引において商品または役務（サービス）を識別するための標

識として使用することによって、以下のような役割を果します。これを「商標

の三大機能」といいます。

①商品又は役務の出所を表示する機能（出所の表示）

同一の商標を付した商品又は役務は、いつも一定の生産者、販売者または提

供者によるものであることを示す機能です。

需要者・消費者は、商品又は役務に付された商標を認識して、自分の求める

商品・役務を手に入れようとします。すなわち、商標はその商品やサービスを

提供する者にとって、自己の商品や役務を他人のものと区別する機能を有して

いるのです。

②商品の品質又は役務の質を保証する機能（品質の保証）

同一の商標を付した商品又は役務は、いつも一定の品質又は質を備えている

という信頼を保証する機能です。一定の品質や質を保った商品や役務を提供す

ることにより、需要者・消費者から信用や信頼が得られ、その商品や役務につ

けられている商標を見ただけでどのような品質の商品か、又は、どのような質
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の役務かが分かるようになります。つまり、商標によって保証された品質を確

認してその商品を購入したり、役務の提供を受けることが可能となり、長年の

間に培われた商標の信用・信頼が商品・役務の品質を保証することになってい

るのです。

③商品又は役務の広告的機能

広告に使用することにより、その事業者の商品又は役務であることを需要

者・消費者に伝え、商品又は役務の購買・利用を喚起させる機能です。

テレビや新聞等で自己の商標を付した商品・役務を広告することは、今まで

その商品・役務を利用していた需要者・消費者に対しては、さらにその信用・

信頼を深く印象付けることになります。また、今までに利用したことのない需

要者・消費者に対しても、そのイメージを深く印象付けることによって購買意

欲を持たせることになります。

（３）保護対象

商標法では、「商標」を「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれ

らの結合又はこれらと色彩との結合であって、①業として商品を生産し、証明

し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、②業として役務を提供

し、又は証明する者がその役務について使用するもの」（商標法第 2条第 1項）

と定義しています。しかしながら、商標は、自他商品（役務）識別力をその本

質的機能としていますから、商標法においては、該機能を発揮し得るものが保

護対象となります。

（４）商標の種類

商標を大別すると、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標が

あります。

文字商標とは：

文字のみからなる商標のことをいいます。文字はカタカナ、ひらがな、漢字、

ローマ字、外国語、数字等によって表されます。その文字商標が、特定の意味

を有するか否かは問いません。ただし、我が国の消費者が一般に文字と理解で

きないものは、図形商標とされる場合があります。

図形商標とは：

写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成され

る商標をいいます。また、図形同士を結合した商標もあります。文字商標も図

案化されたものは、図形商標とされる場合があります。

記号商標とは：

暖簾（のれん）記号、文字を図案化し組み合わせた（モノグラム化した）記
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号、記号的な紋章のことをいいます。

立体商標とは：

立体的形状からなる商標をいいます。例えば、実在又は架空の人物、動物等

を人形のように立体化したものなどです。

結合商標とは：

文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標をいいます。

[２] 出願から商標権取得までの流れ

商標制度では、審査請求制度はありませんので、出願されたものすべてが審

査され、拒絶の理由のないものは登録査定されます。その後、登録料（10 年分

又は 5 年分）を納付することにより商標登録されます。登録されると商標公報

が発行されます。商標権の存続期間は、登録の日から 10 年をもって満了します

が、更新登録の申請によって更新できます。

（１）出願書類の作成

商標登録を受けようとするには、①出願人、②商標登録を受けようとする商

標、③商品・役務の区分、④指定商品・指定役務を記載した願書及び必要な書

面を添付して特許庁に提出します。

一つの商標登録出願では、複数区分に属する商品・役務を指定することがで

きますが、一つの商標登録出願では一つの商標しか出願できません（商標法第 6

条第 1項）。

なお、立体的形状からなる商標（立体商標）を商標登録出願するときは、一

方向又は異なる二方向以上から表示される図面又は写真の提出が必要となりま

す。

・指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

商標登録出願に当たっては、その商標を使用すべき一又は二以上の商品（役

務）を指定し、その商品（役務）が属する区分（類）を願書に記載しなければ

なりません。商品又は役務の区分は、45 の類に区分されています。そして、各

類に属する具体的な指定商品又は指定役務の例が商標法施行規則別表に掲げら

れています。出願において商品又は役務の指定は、この区分に従って記載しな

ければなりません。また、指定された商品又は役務が権利範囲の一要素となる

ため、第三者にも十分理解できる表現で記載する必要があります。
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（２）出願の種類

商標の出願の種類には、主に以下のものがあります。

①商標登録出願（商標法第 5条）

商標登録出願は、出願人の業務に係る商品又は役務（サービス）に使用をす

る商標を登録するための出願です。

②団体商標登録出願（商法第 7条）

団体商標登録出願は、事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用さ

せる商標を登録するための出願です。

③地域団体商標登録出願（商標第 7条の 2）

近年、地域の事業者が一体となって、当該地域の自然や歴史といった要素に

起因した特色を有する商品を生産し、その地域の産品であることを表すために

地名と商品名を組み合わせた名称を用いて他地域との差別化を図る地域ブラン

ドの取組みが各地で活発になっています。このため、このような地名と商品名

を組み合わせた商標がより早い段階で登録を受けられるよう、平成１８年４月

１日から地域団体商標制度が導入されました。

④防護標章登録出願（商標法第６４条）

防護標章登録出願は、登録商標を使用した結果、著名なものとなったことに

よって、その登録商標を他人が分野の異なる商品又は役務に使用した場合であ

っても、商品又は役務の出所の混同を生じさせることもあることから、出所の

混同を生じさせるおそれのある分野の商品又は役務について、他人の当該登録

商標の無断使用を排除するための出願です。

（３）実体審査

方式審査をクリアした出願は、審査官によって拒絶の理由がないか実体審査

が行われます。

出願が却下又は取下・放棄されたものを除いたすべての出願は、審査官によ

る実体審査が行われます。審査官は、拒絶の理由（商標法第１５条に列挙され

ています。）を発見したときは拒絶の理由を通知し、これに対して出願人は意見

書の提出や出願書類の補正等の機会が与えられ、これらの手続を経た上で最終

的には登録査定又は拒絶査定を行います。

拒絶の理由を発見しないとき又は意見書・手続補正書等の提出により拒絶の

理由が解消した場合には登録査定されます。

登録査定を受けた場合は、その謄本送達後３０日以内に、「商標登録料納付書」

の提出による手続を行います。登録料が納付されると商標原簿に設定登録され、

商標権が発生します。
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（４）商標の存続期間の更新（商標法第 19条）

商標権の存続期間は、10 年ですが、商標は長年にわたり使用されるものが多

いので、商標権の存続期間は、更新登録の申請によって何度でも更新が可能で

す。

（５）商標の不使用による取消裁判（商標法第 50 条）

登録された商標は、その指定商品や役務について登録されたものと同じ形で

使用しなければなりません。また、3年以上使用しないでいると取消審判を請求

される場合があります。取消審判を請求されると、権利者は使用していること

を証明しなければならず（使用していないことに対する正当な理由がある場合

を除く。）、証明することができない場合にはその商標権は取り消されます。

（６）商標権の効力

商標権は、指定商品（役務）についての登録商標を独占的に使用する権利（使

用権）であるとともに、他人が指定商品（役務）と類似する商品（役務）につ

いて使用を排除することができる権利（禁止権）です。

第三者が無断で登録商標と同一又は類似する商標を、指定商品・役務と同一

又は類似する商品・役務に使用すると商標権の侵害となりますが、登録商標、

指定商品・役務のうち一方が非類似の場合は、権利侵害に当たりません。

[３] 外国での商標権の取得

（１）商標の国際登録制度の概要

海外において商標権を取得するには、主に以下の2つの出願方法があります。

①権利を取得したい国の特許庁（海外の特許庁）へ直接出願する方法

②マドリッド協定議定書に基づき本国官庁（日本国特許庁）を経由して出願す

る方法

1999 年 12 月の日本マドリッド協定議定書（以下「マドプロ」）への加盟によ

り 2000 年 3月から日本国特許庁へのマドプロに基づく出願が可能になりました。

マドプロ制度では、出願人は自己の国内商標出願又は商標登録に基づき、権

利取得を希望するマドプロ締約国を指定し日本国特許庁へ国際登録出願するこ

とにより、国際事務局（WIPO）の国際登録簿に登録され、その後国際事務局か

ら各指定締約国への通知、各指定国での実体審査等を経て商標の保護が確保さ

れることになります。2008 年 4 月現在、マドプロの加盟国は 75 カ国で、主な加

盟国はアジアでは中国、韓国、欧米では米国、欧州共同体等があります。
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（２）マドプロ出願のメリットと権利期間

マドプロ出願では、単一の言語（日本国は英語を選択）による一つの出願手

続で、複数国での商標権の取得が可能となり、書類の作成や手続が簡素化され

ることから、コストの低廉化が図れます。

各指定国での審査に関しても拒絶理由を通知する期限が 1年（国により 18月）

に定められていることから審査は迅速に行われます。拒絶理由がない場合、各

指定国で代理人の選任は不要となります。また、出願時に指定しなかった国の

追加（事後指定）も可能です。

国際登録の存続期間は、国際登録日から 10 年間です。また 10 年ごとの更新

となりますが、指定国ごとに更新手続を行うのではなく、国際事務局への一つ

の更新申請により、複数国の国際登録を一括して更新することができることか

ら商標権の維持管理が容易になります。

第３章 産業財産権の活用と権利侵害への対応

第１節 特許権の効力

特許権の効力とは、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有

する」ことと規定されています（特許法第 68 条）。

（１）特許権の維持・消滅

第 1 年～第 3 年分の特許料が納付されると、特許権の設定登録がなされ、こ

の時から特許権が発生します。特許権の存続期間は、出願から最長 20 年（存続

期間の延長登録があったものは最長 25 年）ですが、4 年目以降も権利を維持す

るためには、当該年度に入る前までに次の年度の特許料（一般的に「年金」と

いいます。）を納付しなければなりません（特許法第 108 条第 2項）。

（２）特許権の効力

特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有することができます（特

許法第 68 条）。したがって、特許権者だけが業として特許発明を実施すること

ができ、他人が無断で業として特許発明を実施することはできません。

（３）特許発明の技術的範囲の定め方（特許法第 70 条）

無断で他人の権利範囲の技術を実施すれば、特許権を侵害することになりま

す。特許発明の独占が認められている範囲（技術的範囲）は、特許請求の範囲

の記載に基づいて決定されます。たとえ、明細書に記載されていても、特許請

求の範囲に含まれていないものは技術的範囲には含まれません。
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第２節 産業財産権の活用

（１）産業財産権利用形態の類型

産業財産権の利用形態の一つとして、産業財産権の独占的排他権を活用して

自社製品の製造販売を有利に行う、いわゆる独占的自己実施があります。また、

売却・譲渡等により他社に産業財産権自体を与えてしまう場合や、ライセンス

により産業財産権の実施を許諾する場合があります（特許権者以外の者が特許

発明を実施する権利を実施権といいます）。これら様々な産業財産権の利用形態

を、企業経営に沿って最適な形で選択することが重要です。

専用実施権

産業財産権の利用形態

産業財産権

実施権
（ライセンス）

再実施権
（サブライセンス）

産業財産権
の移転

譲 渡

登録により効力
が発生

自己実施

実
施
許
諾

再
実
施
許
諾

通常実施権

独占的通常実施権

非独占的通常実施権

登録により効力
が発生

登録により第三
者に対抗

特許権者であっても特
許発明を実施すること

ができない

(注) 商標は 「実施権」 ではなく 「使用権」 といいます。

専用実施権

産業財産権の利用形態

産業財産権

実施権
（ライセンス）

再実施権
（サブライセンス）

産業財産権
の移転

譲 渡

登録により効力
が発生

自己実施

実
施
許
諾

再
実
施
許
諾

通常実施権

独占的通常実施権

非独占的通常実施権

登録により効力
が発生

登録により第三
者に対抗

特許権者であっても特
許発明を実施すること

ができない

(注) 商標は 「実施権」 ではなく 「使用権」 といいます。

①独占（他社に一切関係製品を作らせない）

独占は産業財産権の最も基本的な機能であり、この機能により市場を独占で

き、価格も維持できるため、大きな利益を期待することができます。

しかし、一方で次のような負荷もあることを認識する必要があります。つま

り、産業財産権を侵害した他社製品が出ないように市場を監視する必要があり、

この監視を怠るようでは産業財産権を所有している意味がありません。

②ライセンス

ライセンスとは、一般に、ライセンスを与える側である。特許権者（ライセ

ンサー）がライセンスを受ける側（ライセンシー）に対して、対価の支払いを
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条件として産業財産権の実施を許諾することを意味します。

ライセンサーである実施許諾者には、①ライセンスの対価を得る、②特許権

を得るために費やした研究開発投資や諸経費を一部回収できるといったメリッ

トがあります。

ライセンシーである実施権者には、①研究開発に要する費用や時間を削減で

き、②価値ある特許発明を実施することによる利益を得るといったメリットが

あります。

また、①費用と時間の掛かる特許権侵害訴訟を回避して裁判外の紛争解決が

でき、②協力関係を維持し、技術提携や業務提携を図るという両者に共通した

メリットもあります。

③特許権等の移転（特許権等を他人に譲渡する）

自社の特許権に係る発明等を将来自社で実施する可能性がない場合、あるい

は自社で実施するより製造・販売力の大きな企業で実施する方が現実的な場合

などにおいては、自社の特許権等を他社へ売却し譲渡することが考えられます。

この場合のメリットは、実施権の許諾と比較して大きな金額を請求しやすい

ことや、自社で特許権等を維持した場合の特許料（年金）の支払いや管理が不

要であることです。ただし、権利を譲渡してしまった後で、その判断が誤って

いたとしても取り返しがきかないので、判断には慎重さが要求されます。

なお、譲渡による特許権等の移転は、登録しなければ効力が生じません。特

許権等の移転を行う場合は、移転登録申請書を提出し、特許庁の特許原簿に移

転登録をする必要があります（特許法第 98 条）。

（２）ライセンスの類型

①専用実施権の設定（特許権等の譲渡は行わず、専ら相手に権利を実施させる）

「専用実施権」とは、対象となる特許発明を専用実施権者が独占的に実施す

ることができる権利のことをいいます（特許法第 77 条）。専用実施権が設定さ

れ、特許原簿に専用実施権の設定登録がなされた場合、その特許権は特許権者

自身も実施できなくなります（同法第 68 条ただし書）。土地を例にして考える

と、地上権の設定と似ています。

専用実施権を設定した場合、特許権者にとっては、後述する通常実施権の許

諾の場合とは異なり、自ら特許発明を実施できなくなる点がデメリットといえ

ます。しかし、専用実施権者には、特許権者が有する権利と同等の権利を与え

ることになるので（専用実施権者は、第三者が無断でその特許発明を実施した

場合には権利侵害として、特許権者と同様に差し止め請求や損害賠償請求等を

行うことができます）、一般的に通常実施権よりも高額の対価を受けることがで

きるのがメリットです。このため、当面、自社で実施する予定がない場合等に

は、他社に専用実施権の設定を行うことも選択肢の一つとなるでしょう。
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②通常実施権の許諾（他社にも特許権等の実施を許諾してライセンス料を得る）

「通常実施権」とは、その特許発明を実施することができる権利のことをい

います（特許法第 78 条）。通常実施権には、実務上、独占的な通常実施権と非

独占的な通常実施権の 2 種類があります（特許法上での区別はなく、契約上使

用する言い方です。）。独占的通常実施権が許諾された場合は、権利者（ライセ

ンサー）及び当該実施権者（ライセンシー）しか実施することができませんが、

非独占的な通常実施権が許諾された場合は、権利者はさらに別の者に実施許諾

をすることができ、その場合には複数の実施権者（ライセンシー）が実施する

ことができます。

通常実施権者は、専用実施権者とは異なり、許諾を受けた範囲内において無

権原の他者が発明を実施した場合であっても、差止請求や損害賠償請求を行う

ことはできません。このような場合には、特許権者や専用実施権者に、差止請

求、損害賠償請求を行ってもらうことになります。

なお、通常実施権は、特許庁の原簿に登録しなくとも、当事者間の契約だけ

で効力を生じますが、登録をした場合は第三者にも対抗することができるため

（特許法第 99 条 1 項）、例えば特許権者が変わった場合でも、引き続き、特許

発明の実施を続けることができます。

専用実施権も通常実施権も特許法で規定されているもので、権利化されてい

るものを対象とします。
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専用実施権と通常実施権の比較

専用実施権 通常実施権

実施権の性質 他人が発明を実施した場合

には、差止請求、損害賠償

請求を行うことができる。

他人が発明を実施した場合で

あっても、差止請求や損害賠

償請求を行うことができな

い。 
実施権を与えるこ

とができる者

（ライセンサー）

特許権者のみが専用実施権

を設定（ライセンス）でき

る。 

特許権者又は専用実施権者

が、通常実施権を許諾（ライ

センス）できる。

ただし、専用実施権による場

合は、特許権者の承諾が必要

となる。

設定登録 専用実施権の効力を発生さ

せる要件及び第三者に対す

る要件として設定登録が必

要。（効力発生要件）

通常実施権者が第三者に対抗

するための要件として設定登

録が必要。（対抗要件）

ライセンサーの自

己実施権の留保

専用実施権を設定する場合

には、ライセンサー（＝特

許権者）の実施権は留保で

きない。

通常実施権を許諾する場合に

は、ライセンサーの実施権は

留保される。

ライセンスの重複

の可否

特許権者は、専用実施権の

設定後、その設定範囲につ

いては、専用実施権と通常

実施権の別にかかわらず、

実施権を設定・許諾できな

い。 

特許権者は、通常実施権の許

諾後、その許諾範囲について

も、専用実施権又は通常実施

権を第三者に設定・許諾でき

る。先に通常実施権の許諾を

受けた通常実施権者は、通常

実施権の設定登録をしていな

いと、専用実施権者に対抗で

きない。

再実施許諾

（サブライセン

ス） 

専用実施権者は、特許権者

の承諾を得た場合に限り、

第三者に通常実施権を許諾

できる。この通常実施権の

設定登録も可能である。

通常実施権の再実施許諾（サ

ブライセンス）は特許法に規

定がなく、「再実施権」として

の登録をすることはできない

が、契約慣行としては、特許

権者等の承諾を得て、通常実

施権者が第三者に通常実施権

を許諾することが行われてい

る。 
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③再実施権（サブライセンス）

再実施権（サブライセンス）とは、実施許諾者（ライセンサー）が実施権者

（ライセンシー）と締結した契約（主契約）において、実施権者が第三者に主

契約の範囲内において、実施権を許諾する権利をいいます。実施権者が子会社

に実施させる場合も、再実施権のないときは、実施させることはできないのが

一般的です。

なお、サブライセンス契約は、一般に、主契約が終了すると自動的に終了す

ることに留意する必要があります。

④部分ライセンス（特定の地域や特定の製品・用途分野等のみライセンスする）

この利用形態は、自社による独占と通常実施権の設定とを組み合わせ、利益

を最大にしようとする戦略です。例えば、自社の販路が関東には強いが関西に

は弱い場合、関東では自社が製品を独占し、関西ではその地域に強い他社にラ

イセンスをして、他社の売上げに期待するという戦略です。

⑤クロスライセンス（自社の特許権等と他社の特許権等を相互にライセンスす

る） 
自社で実施したい他社の特許権に係る発明等があり、一方でその他社が自社

の特許権等を実施したいと望んでいる場合には、相互に特許権に係る発明等を

使い合うことが可能になるようクロスライセンス契約を結ぶことができます。

（３）共有に係る特許権

特許権が共有に係る場合において、その特許発明の実施については、契約で

別段の取り決めがある場合を除いて、各権利者は共有者の同意がなくても自由

に実施することができます（特許法第 73 条第 2項）。

一方、特許権に関する自分の持分について譲渡あるいは質権を設定する場合

や、特許権について第三者にライセンス（専用実施権の設定又は通常実施権の

許諾）をする場合には、他の共有者の同意が必要となります（特許法第 73 条第

1項及び同条第 3項）。
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第３節 権利侵害への対応

第三者がある特許発明の内容と関連の深い製品を生産、販売等をしている場

合に、その製品が特許権の侵害になるか否かは非常に難しい問題となる場合が

あります。しかし、特許権は一種の財産権ですから、それを所有する権利者が

権利侵害への対応を考えなければなりません。

権利の活用・侵害への対応

定期的な他社特許の監視、問題特許の早期発見

権
利
者
の
対
応

（権
利
活
用
）

第
三
者
の
対
応

（権
利
阻
止
）

特許
出願

公開
公報

設定登録

刊行物等
提出書

刊行物等
提出書

無効
審判

技術的範囲に
属する場合の
最終対抗手段

侵害に対する
権利行使

○民事上の救済措置

○刑事上の罰則

特許権の活用

○自己実施
○ライセンス
○譲渡等

警告への対応

○特許権存在の確認
○特許発明の技術的
範囲の検討

特許権存続

権利付与後

侵害への対応

十分な確証が得られた場合

警告

和解 訴訟、仲裁

受入 非受入

権利の活用・侵害への対応

定期的な他社特許の監視、問題特許の早期発見

権
利
者
の
対
応

（権
利
活
用
）

第
三
者
の
対
応

（権
利
阻
止
）

特許
出願

公開
公報

設定登録

刊行物等
提出書

刊行物等
提出書

無効
審判

技術的範囲に
属する場合の
最終対抗手段

侵害に対する
権利行使

○民事上の救済措置

○刑事上の罰則

侵害に対する
権利行使

○民事上の救済措置

○刑事上の罰則

特許権の活用

○自己実施
○ライセンス
○譲渡等

特許権の活用

○自己実施
○ライセンス
○譲渡等

警告への対応

○特許権存在の確認
○特許発明の技術的
範囲の検討

警告への対応

○特許権存在の確認
○特許発明の技術的
範囲の検討

特許権存続

権利付与後

侵害への対応

十分な確証が得られた場合

警告

和解 訴訟、仲裁

受入 非受入

侵害への対応

十分な確証が得られた場合

警告

和解 訴訟、仲裁

受入 非受入

（１）特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰

他人が無断で業として特許発明を実施すれば権利の侵害となり、特許権者は、

次のとおり民事上、刑事上の救済を受けることができます（専用実施権者も設

定の範囲内において救済を受けることができますが、通常実施権者は救済を受

けることができません。）。

①差止請求権（特許法第 100 条） 
特許権者は、特許権を侵害する者あるいは侵害するおそれのある者に対して、

侵害の停止又は将来における侵害の予防を請求することができます。また、侵

害品の廃棄だけでなく、侵害品の製造設備の廃棄等を求めることができます。
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②損害賠償請求権

特許権者は、特許権を侵害された場合、侵害者に対して損害賠償を請求する

ことができます（民法第 709 条）。また、侵害者の侵害行為に基づく特許権者の

損害額の立証が困難な場合が多いので、特許法では損害賠償額の算定について、

推定等の特則を設けています（特許法第 102 条）。

③信用回復措置請求権（特許法第 106 条）

特許権者は、侵害者による粗悪品の販売などのその侵害行為によって業務上

の信用を害した場合には、新聞への謝罪広告の掲載などの業務上の信用を回復

するのに必要な措置を請求することができ、裁判所はその旨を命ずることがで

きます。

④不当利得返還請求権（民法第 703 条、第 704 条）

特許権者は、侵害者が侵害行為によって不当に得た利益の返還を請求するこ

とができます。不当利得返還請求権の時効は 10 年であり、損害賠償請求権の時

効（知ったときから 3年）よりも原則長くなっています。

⑤侵害の罪 
特許権を侵害した者は、刑事罰として、10 年以下の懲役又は 1000 万円以下の

罰金に処せられます（特許法第 196 条）。また、その法人に対しては、3 億円以

下の罰金が科せられます（特許法第 201 条）。

第４節 判定・無効審判制度

（１）判定制度の概要

高度に専門的な技術・意匠・商品知識を有する特許庁が、厳正・中立的な立

場から、判定の対象が特許発明の技術的範囲に属するか否か等の公的見解を 6

月程度で示します。特許権の均等の範囲に属するか否かについても、特許庁の

先行技術調査・判断の経験を生かして判定します。

特許権を持っている人は、営利等を目的として特許発明を独占的に生産、販

売、使用等することができますので、権利行使により、同業者のみならず広く

第三者にも影響を及ぼすことになります。しかも、その特許権が存続期間（特

許出願から 20 年）満了によって消滅した後においても、存続期間中の他人の侵

害行為に対する損害賠償の請求ができるなど、その影響は長期間にわたること

になります。

そこで、

①特許権者が他人の商品（実施対象物）などについて、それが自分の特許発明

の技術的範囲に属するものであるかどうかを知りたい場合、
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②特許権者でない者が、開発投資ないし事業の計画中、あるいは現実に実施中

のものについて、それが特許権者の特許発明の技術的範囲に属するかどうかを

知りたい（安心して実施したい）場合等が生じてきます。そのために特許権を

設定した特許庁に特許発明の技術範囲について公式の見解を求めることができ

るという判定制度が設けられています。

（２）判定の位置付け

特許庁の判定は、当事者、第三者を法的に拘束するような規定を設けていな

いため、行政庁の処分その他の公権力の行使には当たりませんが、特許発明の

技術的範囲についての権利付与官庁である特許庁の公式見解であって、鑑定書

に相当するものとされ、事実上社会的に見て十分尊重され、権威ある判断の一

つとされています。

（３）無効審判制度の概要

本来、権利にはならない発明に対して特許が与えられた場合、その特許を無

効とし、はじめからなかったものとする手段として、「無効審判」の制度があり

ます。

無効審判では、公正な審理のため、審判請求人と特許権者の双方に主張、立

証を尽くさせて、権利の有効性を、3人の審判官からなる審判合議体で判断しま

す。 

本来、権利にはならない発明に対して特許権が与えられた場合、その特許は、

特許権者に不当な排他的独占権を与えることとなるので、本来であれば、誰も

がその発明を実施することができるにもかかわらず、それを妨害することにな

り、ひいては産業の発展を妨げることになります。

そこで、このような特許を無効とし、その権利をはじめから存在しなかった

ことにする手段として「無効審判」の制度が設けられています。

特許権に無効理由を発見したときは、特許無効の審判を請求することができ

ます（特許法第 123 条第 1項）。特許を無効とする審決が確定すると、特許権は

はじめからなかったものとみなされます（特許法 125 条）。

（４）無効審判を請求できる人

無効審判の請求は、平成 15 年の法改正により、何人でも請求することができ

るようになりました。

ただし、共同出願の規定に違反すること又は特許を受ける権利を有しない者

の出願であることを理由とする無効審判を請求する場合は、従来どおり、審判

請求人は利害関係がある人に限られます。
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※引用について

著作権法第 32 条第 2 項に基づき、本資料は引用がなされています。引用文献「知的

財産権制度入門」は、特許庁より発行された国等の刊行物であり、「禁転載」の表記が

ないため、本条項に基づき引用を行いました。なお、本資料と引用文献より引用を行っ

た箇所は以下のとおりです。

本資料 引用文献

ページ数 １ ３，４

２ ６

３，４ ８～１１

５ １４

６，７ １９，２０，２４

８～１１ ２９～３４，３８

１２，１３ ３９～４１

１４ ４５，４７，４９

１５ ５０，５１，５４，６０

１６～２１ ６４～６６，７１～７３，７５～７

７，８０，８３，８４

２１～２６ １１４，１１７～１２１，１２３

２７～２８ １２７，１２８

２８～２９ １３３，１３５，１３６


